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 2008年7月10日締め切りで募集した「専門社会調査士(移行措置)」に、全体で207名 

（教員73名・実務者29名・院生105名）からの申請があり、審査の結果、全体で171名 

（教員68名・実務者24名・院生79名）の資格を認定し、10月１日に発表しました。 

ここに、これまでの認定経過と認定方法について報告します。 

 

記 

１．資格認定の経過 

申請者を教員・実務者・院生（助教・非常勤を含む）の３グループに分類し、まず査読

委員による内容審査を行いました。その審査結果に基づき、グループごとに調整・審査を

重ねて、最終的には全体をまとめて、資格認定委員会において資格認定をしました。 

以下は、今年度の審査過程の詳細です。 

 

（Ⅰ）査読委員による内容審査（審査日程：7月24日～8月25日） 

     14名の査読委員が、提出書類と論文の内容審査を行い、審査結果報告書を作成しま

した。 

  （Ⅱ）グループ別調整・審査（審査日程：8月18日・9月2日） 

     グループ別審査委員が、グループ内の申請者ごとに、申請書類・提出論文と審査結

果報告とを照合しました。そのうえで、グループ内の審査上の問題点を洗い出し、

調整を計り、グループ別審査原案を作成しました。   

  （Ⅲ）資格認定委員会（審査日程：9月23日） 

     資格認定委員会において、各審査経緯を報告し、グループごとの問題点の総合的な

検討、グループごとの審査原案を審議しました。また、それぞれの段階で議論の俎

上にあがったものを再確認したうえで、資格認定を行いました。 

 

２．資格認定基準 

      専門社会調査士(移行措置)の資格認定では、研究論文・調査教育歴・調査実施歴・研究

業績の４つの評価項目を設け、教員・実務者・院生のグループ別に評価基準を定めました。 

その際、すべての項目において、「社会調査に関するもの」についての評価（０－２点）

をしました。 

 

[院生]の基準 

 (1) 提出研究論文の評価項目 

   ・レフェリー付の学術雑誌論文、博士論文、著書(単著)であること 

   ・著書(共著)、科研費報告書などであること 

 (2) 調査教育歴の評価項目 

   ・常勤または非常勤(TAは除く)で、社会調査士認定科目の教育歴があること 

   ・常勤または非常勤(TAは除く)で、社会調査関連科目の教育歴があること 



(3) 調査実施歴の評価項目 

  ・科研費等の大規模社会調査プロジェクトに参加し報告書を執筆したことがあること、

あるいはスタッフとしての参加経験があること 

 (4) 研究業績の評価項目 

   ・提出論文以外に、レフェリー付の学術雑誌論文・著書(単著)・博士論文があること 

・提出論文以外に、著書(共著)・科研費報告書などがあること 

 

[実務者]の基準 

(1) 提出研究論文の評価項目 

   ・レフェリー付の学術雑誌論文、博士論文、著書(単著)であること 

   ・著書(共著)、科研費報告書などであること 

・調査研究誌の論文であること 

・調査の成果物（著書・調査報告書など）であること 

(2) 調査教育歴の評価項目 

   ・常勤または非常勤(TAは除く)で、社会調査士認定科目の教育歴があること 

・常勤または非常勤(TAは除く)で、社会調査関連科目の教育歴があること 

  ・大学以外の学校での教育経験があること 

(3) 調査実施歴の評価項目 

  ・科研費等の大規模社会調査プロジェクトに参加し報告書を執筆したことがあること、

あるいはスタッフとしての参加経験があること 

・調査部門での勤務経験（４年以上／８年以上）があること 

 (4) 研究業績の評価項目 

   ・提出論文以外に、レフェリー付の学術雑誌論文・著書(単著)・博士論文があること 

・提出論文以外に、著書(共著)・科研費報告書などがあること 

・提出論文以外に、調査研究誌の論文があること 

・提出論文以外に、調査の成果物（著書・調査報告書など）があること 

 

[教員]の基準 

 院生基準に準拠するが、提出論文・調査教育歴・調査実施歴・研究業績で特に優れた実績

がある場合には認定対象とする 

 

３．資格認定者数  

承認された「専門社会調査士（移行措置）」認定者の内訳は以下のとおりです。 
2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 

認定者数 認定者数 認定者数 認定者数 認定者数

  

(申請者数) 
認定率 

(申請者数)
認定率

(申請者数)
認定率

(申請者数) 
認定率 

(申請者数)
認定率

68名 132名 178名 297名 196名 
教員 

(73名) 
93% 

(140名) 
94% 

(181名) 
98% 

(310名) 
96% 

(200名) 
98% 

24名 24名 21名 27名 23名 
実務者 

(29名) 
83% 

(28名) 
86% 

(22名) 
95% 

(41名) 
66% 

(28名) 
82% 

79名 101名 91名 100名 82名 院生(助教・非常勤 

講師を含む) (105名) 
75% 

(139名) 
73% 

(131名) 
69% 

(139名) 
72% 

(107名) 
77% 

171名 257名 290名 424名 301名 
申請者合計 

(207名) 
83% 

(307名) 
84% 

(334名) 
87% 

(490名) 
87% 

(335名) 
90% 



【追記】 

 

 申請にあたっての諸注意 

 

１．2008年度は以上の基準で審査いたしました。来年度の審査基準につきましては、認定機 

構ホームページを注意してご覧下さい。 

 

２．院生（助手･非常勤講師を含む）の合格率は、毎年低い状況が続いております。これは、

八条規定が、正規の申請より厳しい基準で審査を行っていることによります。 

この方針は今後も続きますので、院生は、大学院設置の専門社会調査士科目（HIJ）の単

位を取得し、正規の専門社会調査士資格を申請する道をお勧めします。 

 

3．「学会誌への掲載予定」や「出版予定」は、原則として評価対象にしておりません。 

近々に、出版もしくは掲載が予定されている場合には、そのことを証明する書類を必ず添

付してください。 

 

4.  審査は、申請書と提出論文によって行っております。したがって、各自評価して欲しい事

項に関しては、記載欄の許す限り、なるべく詳細に記入するようにして下さい。 

博士学位取得者は、博士論文名を記入して下さい。 

 

５．認定科目以外の調査教育歴がある場合は、必ずシラバスを添付して下さい。 

 

６．専門社会調査士の審査では、社会調査に関する提出論文の評価を特に重要視しております。

この点をご留意いただき、ご申請ください。 

 

７．社会調査士資格および専門社会調査士資格取得者は、認定機構の定める倫理綱領を遵守す

る義務を負います。この旨十分ご理解いただいたうえで申請をお願いいたします。 

 

 

以上 


